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泉南市教育委員会会議 令和４年第 11 回定例会会議録 

 
（１）日時・場所 
    令和４年 11 月 17 日（木） 

    午後３時 00 分 開会   午後４時 20 分 閉会 
    泉南市役所 大会議室 
 
（２）教育委員会出席者 
    冨森 ゆみ子  教育長 
    片木 哲男   教育委員会委員（教育長職務代理者） 
    薮内 進    教育委員会委員 
    太田 淳子   教育委員会委員 
    湊 久晶    教育委員会委員 
 
（３）事務局出席者の職氏名 
    桐岡 秀明   教育部次長 
    高山 智史   教育部参事兼教育総務課長 
    西本 隆志   教育部参事（学校給食センター担当） 
    水田 好彦   生涯学習課長 
    西本 哲也   教育部参事（青少年センター館長） 
    石橋 広和   文化振興課長 
    岩崎 誠    指導課長 
    伊藤 晴基   教育部参事（教職員人事担当） 
    鳴戸 大輔   人権国際教育課長 
 
（４）休憩・遅刻等について 
 
 
（５）会議録署名者の氏名 
    冨森 ゆみ子 
    湊 久晶 
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泉南市教育委員会会議 令和４年第 11 回定例会 議事日程 
令和４年 11 月 17 日（木）午後３時 00 分 開会 

泉南市役所 大会議室 

日程番号 議案等の番号 件     名 

 

 

日程第１ 

 

日程第２ 

 

日程第３ 

 

日程第４ 

 

 

 

日程第５ 

 

日程第６ 

 

日程第７ 

 

日程第８ 

 

 

日程第９ 

 

 

 

 

 

 

 

報告第１号 

 

報告第２号 

 

 

 

議案第１号 

 

議案第２号 

 

議案第３号 

 

日程第４号 

 

開   会 

 

会議録の承認 

 

会議録署名者の指名 

 

教育長報告 

 

事務局報告 

（１）泉南市教育問題審議会答申について 

（２）泉南市留守家庭児童会実施要綱の一部改正について 

 

指定管理者の指定について 

 

令和４年度泉南市教育委員会点検・評価報告書（令和３年

度対象）について 

令和５年度泉南市立小・中学校教職員人事基本方針につい

て 

令和４年度大阪府泉南市一般会計補正予算要求（教育委員

会所管分）について 

 

その他 

・学校給食アンケート結果について 
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午後３時00分開会 
○冨森教育長 それでは、定刻になりましたの

で、ただいまから泉南市教育委員会会議令和４

年第11回定例会を開催いたします。 
 出席者が過半数であり、定足数に達しており

ますので、会議は適法に成立いたしました。 
 それでは、これより日程に入ります。 
 日程第１、会議録の承認についてお諮りいた

します。 
 泉南市教育委員会会議令和４年第 10 回定例

会会議録は、既に案として委員の皆様に配付を

いたしており、確認をいただいておりますので、

原案のとおり承認することに御異議ございま

せんか。 
（「異議なし」との声あり） 

 
○富森教育長 全員異議なしと認めます。 
 よって、泉南市教育委員会会議令和４年第10

回定例会会議録は、承認することに決定いたし

ました。 
 次に、日程第２、会議録署名者の指名を行い

ます。 
 本日の会議録署名者は、泉南市教育委員会会

議規則第 13 条により、教育長のほかに教育長

において湊委員を指名いたします。よろしくお

願いいたします。 

 次に、日程第３、報告第１号、教育長報告を

議題といたします。 

（報告開始） 

それでは、座って失礼します。 

 皆様、改めましてこんにちは。本日もどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 この１か月間、教育委員会や各学校園では

様々な行事が行われております。修学旅行や遠

足などの行事も、新型コロナウイルス感染症の

影響もあまりなく、無事に行われております。

また、令和４年11月３日に開催されました、第

38 回泉南市りんくうマラソン大会は、11 月と

思えない暖かい気候の中で、小学生から大人の

方まで日頃の練習成果を発揮されておられま

した。 

 本日は、泉南市立信達中学校への御視察あり

がとうございました。新型コロナウイルス感染

症の影響もありますが、久しぶりに学校視察に

行かせていただきました。この日は、国際的ス

ポーツエリア「SENNAN CAMP」創造事業の1つ

でありますJFAこころのプロジェクト「夢の教

室」も開催されていましたので、普段の様子と

違う授業もございましたが、子どもたちのあり

のままの姿を御覧いただけたのではないかと

思っております。 

 また、本日午前に開催されました、校園長会

におきまして、各学校園長に、折を見て教育委

員の皆様と視察に伺いたい事や、御出席いただ

ける行事、あるいは、公開授業でありますとか、

そういったものがあれば積極的に情報提供し

ていただきたいとお願いをさせていただきま

した。 

 後ほど、具体的な説明がございますが、令和

４年11月 10日、泉南市教育問題審議会の髙田

会長と岡田副会長が教育委員会事務局にお越

しになり「小中一貫教育の実現に向けた泉南市

立小中学校再編計画について」の答申をいただ

きました。令和４年１月 13 日から学校視察等

も含め合計８回の審議会を開催し、委員の皆様

には熱心な御議論をいただきました。今後いた

だいた答申を基に、泉南市立小中学校再編計画

の策定を行うこととなりますので、教育委員の

皆様も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、令和４年 11 月１日に実施されました

令和４年度近畿市町村教育委員会研修大会の

内容につきまして、期間限定でオンデマンド配

信がされております。基調講演の慶応義塾大学

中室教授の講演は、教育に科学的根拠をといっ

たテーマで、様々なデータを用いた御講演をい

ただき、また、実践発表の四條畷学園短期大学

の山田教授からは、幼稚園と小学校の教職経験

を踏まえたプロジェクト型保育実践報告とい

う具体的な御講演をいただきました。どちらも

大変興味深い内容でしたので、お時間があると
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きに御視聴いただければと思っております。 

 私からは以上です。 

 ただいまの報告に対し、御質問や御意見等は

ございませんでしょうか。 
 よろしいでしょうか。 
 それでは、ないようですので、本報告を終了

いたします。 
（報告終了） 
 次に、日程第４、報告第２号、事務局報告を

議題といたします。事務局報告（１）泉南市教

育問題審議会答申について、高山教育部参事兼

教育総務課長から報告がございます。 
 
○高山教育部参事兼教育総務課長 それでは、

事務局報告（１）泉南市教育問題審議会答申に

ついて御説明させていただきます。 
 令和４年11月 10日、泉南市教育問題審議会

の髙田会長と岡田副会長から、泉南市教育問題

審議会に諮問していました、「小中一貫教育の

実現に向けた泉南市立小中学校再編計画につ

いて」の答申をいただきました。 

 諮問内容は２点で、１点目は「泉南市立小中

学校再編計画＜複数案＞」に記載した複数の再

編案の中の最適案、２点目は今後 40 年間にわ

たる本計画の見直しに関する事項です。 

 それでは、小中一貫教育の実現に向けた泉南

市立小中学校再編計画について（答申）５ペー

ジを御覧ください。 

 「第１ はじめに」に続き、「第２ 答申事項」

を記載しております。 

 １諮問事項（１）「『泉南市立小中学校再編計

画＜複数案＞』に記載した複数の再編案の中の

最適案」については、「Ａ案」を最適案とするこ

とと、その理由を記載しています。理由といた

しましては、審議会の議論の中では、Ａ案が他

の案に比べて最もメリットが多く、デメリット

が少ないこと。計画期間が最も短く、４中学校

区が存続でき、通学面での子どもの安全性に配

慮できていること。また、泉南市立小中学校再

編計画＜複数案＞アンケートにおいても、「Ａ

案」の支持が最も多く、泉南市議会が設置して

いる「学校等公共施設調査特別委員会」におい

ても、「Ａ案」が最適との報告がございました。

以上を踏まえ、「Ａ案」が最適であると判断され

ております。 

 続きまして、２諮問事項（２）「今後40年間

にわたる本計画の見直しに関する事項」につい

てでございます。３点ございまして、（１）（仮

称）西信達義務教育学校開校後１年から２年を

目途に教育課程の編成内容、教育環境等の検証

および再編計画の見直し時期を検討すること。

（２）再編計画全体の中間段階となる 15 年後

に再編計画の見直し時期を設定し、児童生徒数

の推移に注視しつつ、校区再編も含めて検証す

ること。（３）再編計画の見直しにあたっては、

泉南市教育問題審議会等で改めて調査審議す

るものと示されております。 

 続きまして、「第３ 再編計画を推進するに

あたっての検討課題」が記載されております。

検討課題について、６ページから７ページにわ

たり８点ございまして、内容を御説明いたしま

す。１、進捗管理や課題等の検証を柔軟に行え

るような仕組みを検討すること。２、学校施設

の老朽化の進行は、児童生徒や教職員の安全の

ために、可能な限り速やかな対策に努めること。

３、安全に登下校できる環境整備に最大限に取

り組み、特に踏切や交通量の多い道路を通って

通学する児童生徒の安全に配慮すること。４、

再編時期にあたる児童生徒等には事前に学校

間交流などを実施し、不安を可能な限り解消す

ること。５、（仮称）信達小中学校の新築場所に

ついて、「Ａ案」のⅣ期においては、現在の泉南

市立信達中学校敷地に新築することも可能な

ことから、再編計画の見直しの際には児童生徒

数の推移を注視し、新築場所について検討する

こと。６、学校区設定の際には、地理的な面、

交通上の面などを考慮し、中学校区の変更を伴

う場合は柔軟な対応を検討すること。また、現

行の指定校制度の柔軟な運用と新たな特認校

の設置を検討すること。７、学校再編を進める
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に際し、調整区の解消に向け取り組むこと。８、

学校跡地の利用は、地域住民などの意見を尊重

し、十分な検討を行うこと。 

 以上が、泉南市教育問題審議会から提出いた

だいた答申となります。 

 ８ページからは、資料となっております。 

 資料１、泉南市教育問題審議会の開催状況で

ございます。先ほど教育長からも報告がありま

したとおり、視察も合わせて全８回の開催とな

っております。 

 10 ページ、資料２は、令和３年 12 月１日付

けで、前教育長から泉南市教育問題審議会会長

宛てに提出された諮問書となっております。 

 資料３は、３つの再編案として、泉南市立小

中学校再編計画＜複数案＞からの抜粋で、Ａ案、

Ａ２案、新Ｂ案の３案を示しております。 

 引き続き、配付資料「再編計画の決定までの

今後のスケジュール」につきまして、御説明さ

せていただきます。それでは、資料を御覧くだ

さい。 

 泉南市教育問題審議会から答申をいただき、

現在、泉南市立小中学校再編計画（案）を作成

中でございます。再編計画（案）のたたき台を

早ければ来週早々に、皆様にお示しさせていた

だきたく思います。教育委員の皆様におかれま

しては、再編計画（案）を御熟読いただき、意

見などを頂戴したく考えております。頂戴しま

した御意見等を反映させていただいた上、泉南

市教育委員会会議令和４年第 12 回定例会で議

案として御審議いただきたいと考えておりま

す。教育委員会会議で御承認をいただけました

再編計画（案）を基に、パブリックコメントを

実施いたします。令和４年第 12 回定例会で御

承認をいただけなかった場合、令和５年第1回

定例会で２回目の御審議となり、御承認をいた

だければ、パブリックコメント実施後、第２回

定例会でパブリックコメントで提出された意

見などの御報告をさせていただきまして、泉南

市総合教育会議で協議・調整を行っていただき

ます。その後、泉南市として泉南市立小中学校

再編計画を決定し、令和５年３月に開催されま

す令和５年第１回泉南市議会定例会で報告と

なる予定であります。 

 仮に、教育委員会会議令和５年第１回定例会

で御承認いただけなかった場合、令和５年１月

下旬ごろに、泉南市教育委員会会議臨時会を開

催し、御審議いただくことも必要ではないかと

考えております。決定しました泉南市立小中学

校再編計画を令和５年第１回泉南市議会定例

会で報告するために、令和５年２月に泉南市総

合教育会議を開催し、協議・調整をしていただ

く必要がございます。それまでにパブリックコ

メントを必ず実施しておく必要がございまし

て、その実施期間をひと月以上に設定するとい

う決まりがありまして、そのため、教育委員会

会議臨時会の開催が必要になるかもしれない

ということであります。 

 教育委員の皆様におかれましては、余裕のな

いスケジュールとなりますが、御理解・御協力

くださいますようお願いいたします。 

 事務局報告（１）泉南市教育問題審議会答申

については、以上となります。よろしくお願い

します。 

 
○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 
 いかがでしょうか。 
 片木委員、お願いします。 
 
○片木委員 通常でしたら、教育委員会会議は

毎月 20 日前後の開催ですが、先ほどの説明の

中で、通常の教育委員会会議定例会で承認され

なければ、教育委員会会議臨時会が必要だとあ

りました。その後、パブリックコメント実施期

間がひと月以上必要だということで、教育委員

会会議臨時会まで、短期間になってしまいます

ね。 

 
○高山教育部参事兼教育総務課長 申し訳ご

ざいません。御認識のとおりとなってしまいま
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す。 
 
○冨森教育長 片木委員いかがでしょうか。ほ

かに何かございませんか。 
 太田委員、お願いします。 
 
○太田委員 ５ページ、第１はじめにの 10 行

目、「今後、この答申をもとに、子どもをはじめ

とする市民の声や意見を尊重しつつ」とありま

すが、子どもをはじめとするというのは、何か

児童生徒たちにアンケートを実施するなど、具

体的な方法などは考えておりますか。 

 
○冨森教育長 高山教育部参事兼教育総務課

長。 
 
○高山教育部参事兼教育総務課長 泉南市教

育問題審議会からの答申を基に、パブリックコ

メントを実施させていただきます。泉南市ウェ

ブサイト上で実施いたしますので、大人だけで

なく、児童生徒からも意見が聞けるという形に

しております。今後、学校を新築する前には、

地域住民の方とワークショップなどを開催さ

せていただきます。その中には大人だけではな

く、子どもの同伴も可能としておりますので、

子どもをはじめとする市民という表現にさせ

ていただいております。 
 
○冨森教育長 よろしいでしょうか。 
 高山教育部参事兼教育総務課長。 
 
○高山教育部参事兼教育総務課長 先ほど、令

和５年１月開催の教育委員会会議で御承認い

ただけなかった場合、教育委員会会議臨時会開

催に関するスケジュールですが、教育委員会会

議、泉南市総合教育会議を経て、泉南市として

協議・調整しました泉南市立小中学校再編計画

を、令和５年３月に開催されます泉南市議会定

例会に報告する予定としております。教育委員

の皆様には、事前に再編計画（案）の試案をお

届けさせていただきます。もし、御意見等がご

ざいましたら、提出方法は問いませんので、で

きるだけ御意見等をいただけたらと考えてお

ります。よろしくお願いします。 
 
○冨森教育長 よろしいでしょうか。 
 児童生徒の声を聞くという話は、泉南市立小

中学校再編計画＜複数案＞の「Ａ案」では、西

信達小学校・西信達中学校から計画が開始する

と思うのですが、その際、児童会活動や生徒会

活動の中で、実際に、児童生徒がどのような学

校を望んでいるか、子どもたちが通う施設であ

りますので、今後、様々な声を踏まえて、具体

的な計画に入りたいという趣旨で書かせてい

ただいているところでございます。 
 ほかに何かございませんでしょうか。 
 よろしいでしょうか。 
 それでは、日程第４、報告第２号、事務局報

告（２）泉南市留守家庭児童会実施要綱の一部

改正について、水田生涯学習課長から報告がご

ざいます。 
 
○水田生涯学習課長 日程第４、報告第２号 

事務局報告（２）泉南市留守家庭児童会実施要

綱の一部改正について御報告させていただき

ます。 
 泉南市留守家庭児童会実施要綱１ページか

ら９ページまでございまして、１ページから６

ページが、このたび改正する部分の要綱全体で

ございます。８ページ、９ページにありますの

が、要綱の一部改正新旧対照表および様式８、

泉南市留守家庭児童会辞退届を示しておりま

す。 
 ８ページの新旧対照表を御覧ください。第13

条、入会の却下等、第３項「保護者が費用を滞

納したとき。」を追記させていただきました。そ

れと附則第１項、「この要綱は、令和４年12月

１日から施行する。」第２項、「改正後の様式第

８号は、令和５年度入会に係る入会の申込後又

は入会の決定後の入会辞退の届出から適用し、
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令和４年度入会に係る入会の申込後又は入会

の決定後の入会辞退の届出については、なお従

前の例による。」ということでございます。 

 ９ページ、様式８につきまして、新旧対照表

の旧欄、「尚、スポーツ安全保険料として預けた

金 800 円を受け取りました。」の文言を削除い

たしました。理由について、御説明いたします。 

 ３ページ、第20条、費用の負担に留守家庭児

童会の費用が入っております。第１号、児童会

費、第２号、延長保育会費、第３号、傷害保険

掛金がございまして、これが御説明いたしまし

た800円の部分になります。この傷害保険掛金

というのは、令和４年度まで入会時に現金でい

ただいておりました。と言いますのは、例えば、

令和４年度、令和４年４月１日から保険適用を

させるには、令和４年３月31日、前年度の令和

３年度中に、泉南市が公益社団法人スポーツ安

全協会に支払う必要がございましたが、令和５

年度から保険手続がオンライン化されます。そ

れに伴いまして、現年度の４月 10 日まで納入

期限が延長され、保険適用も現年度の４月１日

からということになります。それによりまして、

現年度で事務処理が可能になりましたので、令

和５年度以降、泉南市が傷害保険掛金を予算化

し、留守家庭児童会の利用者から、４月分の留

守家庭児童会費と一緒に、傷害保険掛金の 800

円が引き去り可能となりましたので、泉南市留

守家庭児童会実施要綱の一部改正をいたしま

す。泉南市も現金を取り扱う必要がなくなりま

すし、留守家庭児童会利用者の方も、４月の会

費と一緒に、傷害保険掛金の800円を支払うこ

とができるようになります。 

 先ほど申し上げましたように、会費といいま

すのは、留守家庭児童会費になりますが、傷害

保険掛金におきましては、保険金費用というこ

とになりますので、「保護者が費用を滞納した

とき」ということで、会費と並列する意味で、

泉南市留守家庭児童会実施要綱第 13 条第３号

に追加いたしました。 

 同様に、様式８についてですが、今までは留

守家庭児童会に入会の申込と同時に、傷害保険

掛金を現金で預かっておりました。入会申込後

に留守家庭児童会の入会を辞退された場合は

それを返金しますということで、その文言の記

載がございましたが、令和５年度以降は、入会

の申込時に現金を預かる必要がなくなります

ので、「尚、スポーツ安全保険料として預けた金

800円を受け取りました。」の文言を削除いたし

ました。ただ、令和５年度の留守家庭児童会の

入会申込が、令和４年 12 月１日から始まりま

すので、改正後要綱附則第１項にありますよう

に、令和４年 12 月１日から施行になっており

ます。今後、令和４年度中に途中入会というこ

とも考えられますので、その場合は、傷害保険

掛金の現金 800 円を預かる必要がございます。

そのため、改正後要綱附則第２項のとおり、要

綱改正後から令和５年３月 31 日までに留守家

庭児童会へ入会する申込があった場合は、旧様

式８を使用することとなりますので、傷害保険

掛金として現金800円をお預かりすることとな

ります。もし、入会前に辞退される場合は、お

預かりした傷害保険掛金を返金しますという

ことになりますので、泉南市留守家庭児童会実

施要綱附則において要綱の変更をしておりま

す。 
 以上です。 
 
○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質問

や御意見等はございませんでしょうか。 
 片木委員、お願いします。 
 
○片木委員 お尋ねいたします。５ページです。

別表第１（第２条関係）に、各留守家庭児童会

の定員が記載されておりますけれども、樽井小

学校では、樽井第一留守家庭児童会、樽井第二

留守家庭児童会と分かれているのですが、合計

で 95 人ということで、ほかの小学校と比べま

しても、際立って人数が多いような気がいたし

ます。どうして樽井第一留守家庭児童会、樽井

第二留守家庭児童会と分け、人数も 95 人と非
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常に多いのでしょうか。 

 
○富森教育長 水田生涯学習課長。 
 
○水田生涯学習課長 私が把握している内容

で御説明いたしますと、当初、樽井小学校に留

守家庭児童会は１か所のみでした。以後、入会

児童が増加してきたということで、第一留守家

庭児童会、第二留守家庭児童会ということで、

校舎の空き教室を利用し、増設という流れにな

っております。現在のところ、ほぼ待機児童が

ない状況ですが、例年４月に入りますと、待機

児童が結構出てまいります。今後、待機児童が

出そうな小学校には、その校舎の空き教室を利

用して増設する等の措置を講じる予定でおり

ますが、空き教室が少ない状況です。児童は減

少しているのですけれども、小学校では、支援

学級などで教室を使用しておりまして、空きが

ないような状況になっております。その点も含

め、小学校と情報共有しながら、留守家庭児童

会として利用できる場所を確保できればと考

えておるところであります。 
 以上です。 
 
○冨森教育長 よろしいでしょうか。片木委員。 
 
○片木委員 現在、樽井第一留守家庭児童会、

樽井第二留守家庭児童会は、何人受け入れてい

るのでしょうか。 
 
○富森教育長 水田生涯学習課長。 
 
○水田生涯学習課長 手元に資料がないので

すが、ほぼ満員近くになっていると思います。 
 
○冨森教育長 片木委員、よろしいでしょうか。 
 ほかに何かございませんか。 
 薮内委員、お願いします。 
 
○薮内委員 先ほどの傷害保険掛金800円なん

ですが、留守家庭児童会に入会した児童の安全

のための保険金ですよね。入会を辞退されたと

き、傷害保険掛金を、全額返金すると説明があ

りました。しかし、保険金というのは、児童が

入会していた期間まで必要ではないですか。残

り期間の保険金を返金するのであれば、話は分

かるのですが、800 円をそのまま返金するとい

うのはどういうことなのでしょうか。 

 

○富森教育長 水田生涯学習課長。 

 

○水田生涯学習課長 留守家庭児童会の入会

申込をされたけども、結局、入会前に御家庭で

保育可能となったため辞退しますという場合

です。一旦入会された場合は、保険金の返金は

行っておりません。 

 
○冨森教育長 薮内委員、よろしいでしょうか。 
 ほかに何かございませんか。 
 よろしいでしょうか。 
 それでは、予定している報告事項は以下のと

おりですが、ほかに事務局で追加の事項はあり

ませんか。よろしいですか。 
 ないようですので、事務局報告を終了いたし

ます。 
 続きまして、日程第５、議案第１号、指定管

理者の指定についてを議題といたします。本議

案の説明を石橋文化振興課長からお願いいた

します。 
 
○石橋文化振興課長 それでは、議案第１号、

指定管理者の指定について、御説明いたします。 
 泉南市立文化ホールの指定管理者は、令和５

年３月 31 日をもって、指定の期間が満了とな

り、令和４年度中に次期指定管理者を選定する

必要があるため、泉南市立文化ホール指定候補

者選定委員会規則に基づき、指定管理者候補者

の選定を行いました。 

 まず、管理を行わせる公の施設は、泉南市立

文化ホールであります。指定の期間は、令和５
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年４月１日から令和10年３月31日までの５年

間であります。 

 次に、泉南市立文化ホール指定管理候補者選

定委員会委員の構成ですが、議案書11ページ、

資料６のとおり５名の方々となっております。 

 続きまして、議案書６ページ、資料２の泉南

市立文化ホール指定候補者選定の経過に基づ

き、御説明をさせていただきます。 

 指定候補者選定委員会は、６番に記載してお

りますとおり、３回の指定候補者選定委員会を

開催いたしました。第１回指定候補者選定委員

会は、令和４年８月23日に開催し、委員長、職

務代理選出の後、募集要項等の審議、今後のス

ケジュールを説明いたしましたところ、御了承

をいただきましたので、泉南市公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

の規定に基づき、募集要項の告示、泉南市ウェ

ブサイト等での公表、書類配付により令和４年

８月31日から９月30日までの間公募を行いま

した。 

 令和４年９月７日には、現地説明会を開催し、

２団体、４名の参加者がございました。応募結

果につきましては、議案書５ページ、資料１の

とおり、現在の指定管理者でございます国際ラ

イフパートナー株式会社のみとなりました。 

 第２回指定候補者選定委員会につきまして

は、令和４年 10 月 19 日に開催いたしまして、

応募書類について、議案書７ページ、資料３に

あります泉南市立文化ホール指定候補者選定

委員会選定審査要領、議案書９ページ、資料４

審査基準表にあります、審査基準及び配点につ

いて御承認をいただきました。また、泉南市立

文化ホール指定候補者選定委員会選定審査要

領に基づき、応募資格者の適否審査を教育委員

会事務局で審査しました結果、全ての項目で適

と判定され、御承認をいただきました。 

 第３回指定候補者選定委員会は、令和４年10

月 26 日に開催し、応募団体によるプレゼンテ

ーション及び審査を実施いたしました。採点結

果につきましては、議案書10ページ、資料５に

ありますとおり、国際ライフパートナー株式会

社が 100 点満点換算で 64.13 点となりまして、

泉南市立文化ホール指定候補者選定委員会選

定審査要領に基づき、６割以上の総合計得点を

獲得いたしましたので、議案書 12 ページのと

おり、泉南市立文化ホール指定候補者として選

定し、議案書２ページ、３ページのとおり、令

和４年第４回泉南市議会定例会に議案として

提案させていただきたいと考えております。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 
 湊委員、お願いします。 
 
○湊委員 先ほど現地説明会には、２団体が来

られて、応募されたのは１団体だったと説明が

ありましたが、現在の指定候補者の選定のとき

は、どのような状況だったのでしょうか。 
 
○冨森教育長 石橋文化振興課長。 
 
○石橋文化振興課長 現在の指定候補者選定

のときは、３団体が応募いたしました。そのう

ち国際ライフパートナー株式会社が最高得点

を獲得いたしましたので、指定管理者として指

定されております。 
 
○湊委員 ありがとうございます。議案書10ペ

ージの採点集計ですが、採点数が100点換算で

64.13 点ということで、例えば泉南市立市民体

育館とかそのほかの指定管理業者との採点の

差はあるのでしょうか。 

 

○冨森教育長 石橋文化振興課長。 
 
○石橋文化振興課長 基本的に同様の管理運

営方針ですとか、利用者の平等、施設を最大の

サービスの向上できるものですとか、おおむね

同じ内容で審査が行われていると思っており
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ます。これはあくまで、泉南市立文化ホールの

みの審査基準でございますので、ほかの施設は

多少施設によって変わってくるかと思ってお

ります。 
 
○冨森教育長 よろしいでしょうか。湊委員。 
 
○湊委員 今回、泉南市立文化ホールの指定管

理者が、64.13 点でした。泉南市立市民体育館

の指定管理者の採点は、それより高採点だった

のか、その内容について説明していただきたく、

質問しました。 

 
○冨森教育長 桐岡教育部次長。 
 
○桐岡教育部次長 泉南市立市民体育館とほ

かの指定管理につきまして、指定管理者に選定

された点数は、泉南市ウェブサイトで公表し、

閲覧することができますので、改めて御報告さ

せていただきます。どうしても指定管理者を選

定する際の基準であるとか、点数というのは変

わってきます。また、同じ採点項目であっても、

選定委員によって採点は変わってきますし、同

じ審査でも、選定の項目で変わってくるため、

一概に比較できないのではと考えております。

そこについては、改めて教育委員会事務局で把

握している部分について、御報告させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 
 
○冨森教育長 湊委員、いかがでしょうか。 
 
○湊委員 どちらが良いか悪いかと比較をし

たくて質問したのではなく、単純にほかの指定

管理者の点数がどうなっているのか、聞きたか

っただけです。 
 
○冨森教育長 高山教育部参事兼教育総務課

長。 
 
○高山教育部参事兼教育総務課長 泉南市ウ

ェブサイトを確認させていただきましたとこ

ろ泉南市立市民体育館の指定管理者に指定さ

れた団体は、選定委員が５名で、500 点満点中

401 点という点数となっております。残り２団

体とあるのですが、２団体の点数については非

公開としております。 

 
○冨森教育長 湊委員、いかがでしょうか。 
 
○湊委員 結構です。 
 
○冨森教育長 ほかに何かございませんか。 
 よろしいでしょうか。 
 片木委員、お願いします。 
 
○片木委員 指定候補者募集要項の公表につ

いてお尋ねいたします。先ほど、石橋文化振興

課長より、泉南市ウェブサイト等を通じて公表

していると報告がございました。ウェブサイト

を常にチェックしている事業者であれば、泉南

市が指定候補者の募集を実施していることに

ついて確認できると思うのですが、例えば、指

定管理者の業務をしている事業者をピックア

ップして、泉南市が指定候補者を募集していま

すということで、泉南市から事業者に働きかけ

て募集するという形は取らないのでしょうか。

もう少し、指定候補者募集要項の公表を、幅広

くできないものかという気がいたしまして、お

尋ねしています。 
 
○冨森教育長 石橋文化振興課長。 
 
○石橋文化振興課長 指定管理業務事業者向

けのウェブサイトがございまして、こちらから

依頼しなくても、サイトを運営する事業者が全

国の情報を収集しており、令和４年８月 31 日

にそのサイトを確認したところ、直ちにアップ

されておりました。ですので、事業者は必ずそ

ういうウェブサイトをチェックし、全国の指定

候補者募集の情報は収集されていると思いま
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す。その後、泉南市以外にも、同日の公表が多

かったようで、いろいろな情報が公表されてお

りました。事業者には、泉南市立文化ホールの

指定候補者募集に関する情報は、十分伝わって

いるかと思います。 
 

○冨森教育長 片木委員、いかがでしょうか。 
 
○片木委員 非常によく分かりました。ありが

とうございます。 
 
○冨森教育長 よろしいでしょうか。 
 ほかに何かございませんか。 
 ないようですので、以上で質問・意見等を終

了し、議案第１号を採決いたします。 
 お諮りいたします。 
 本議案を承認することに御異議ございませ

んでしょうか。 
（「異議なし」との声あり） 
 
○冨森教育長 全員異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号は承認することに決定い

たしました。 
 次に、日程第６、議案第２号、令和４年度泉

南市教育委員会点検・評価報告書（令和３年度

対象）についてを議題といたします。本議案の

説明を高山教育部参事兼教育総務課長からお

願いいたします。 
 
○高山教育部参事兼教育総務課長 それでは、

議案第２号、令和４年度泉南市教育委員会点

検・評価報告書（令和３年度対象）について、

御説明いたします。 
 提案理由につきましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第 26 条第１項の規定

により、教育委員会の権限に属する令和３年度

の事務の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、議会に提出する必要があるため、提案する

ものであります。 

 点検・評価報告書を作成するための評価委員

会は３回開催しております。教育委員の皆様に

は、令和４年度泉南市教育委員会点検・評価報

告書（令和３年度対象）（案）と、別冊といたし

まして、令和４年度泉南市教育委員会評価調書

参考資料（令和３年度対象）をお配りしており

ます。 
 それでは、令和４年度泉南市教育委員会点

検・評価報告書（令和３年度対象）（案）につい

て、御説明いたします。 
 １ページ、「Ⅰ はじめに」で、点検・評価報

告書作成の理由と、令和３年度に実施した泉南

市教育委員会の所管事務および事業の具体的

施策の中から重点項目として抽出した 19 事業

を対象とした、点検と評価を行ったものと説明

させていただいております。 
 次に、３ページ、「Ⅲ 泉南市教育委員会につ

いて」としまして、泉南市教育委員会の構成と、

教育委員会会議の開催状況及び審議案件を記

載しております。 
 ５ページ中ほどから７ページにかけまして、

「（２）教育委員会会議報告事項」とし、教育委

員会会議での報告事項について記載しており

ます。 
 ８ページから「３ 教育委員会会議以外の主

な状況活動」としまして、教育委員会が実施し

た教育委員会会議以外の主な活動の一覧を記

載しております。 
 続きまして、10ページ、11ページに、「Ⅳ 評

価調書（令和３年度対象）」としまして、具体的

施策の中から重点項目として抽出した 19 の事

業の一覧を記載しております。 

 12 ページには、「２ 令和３年度の泉南市教

育委員会所管事務及び事業の体系（泉南市教育

振興計画から）」としまして、泉南市教育振興基

本計画にある、令和３年度の教育委員会所管事

務及び事業の体系図を記載しております。 

 続きまして、14ページ、15ページは、見開き

で、一つの評価調書となっておりまして、まず

１.基本的事項【PLAN】としまして、基本方針と
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施策項目、（１）は、具体的施策（施策の概要）、

（２）は、前年度までの主な課題（評価委員の

指摘事項等）をまとめております。２.施策の現

状把握【DO】としまして、（１）は、活動内容、

（２）は、各種指標値、事業費の推移を記載し

ております。 

 15 ページ、３.評価【CHECK】としまして、（１）

は、自己評価（Ａ～Ｄ）、（２）は、泉南市教育

委員会評価委員会からの評価（Ａ～Ｄ）と主な

意見を記載しております。４.今後の主な取組

【ACTION】としまして、泉南市教育委員会評価

委員会から評価を受けたうえで、この事業の今

後に向けての取組や、目標等を記載しておりま

す。全部で 19 事業、51 ページまで点検・評価

の重点項目評価調書が続いております。 

52ページから54ページには、「４ 泉南市教

育委員会令和３年度新型コロナウイルス感染

症対策事業について」としまして、令和３年度

に実施した新型コロナウイルス感染症対策事

業を一つにまとめております。 

 55 ページからは、「Ⅴ 泉南市教育委員会評

価委員会による意見」としまして、泉南市教育

委員会評価委員会からいただいた１から 19 の

事業についての評価や意見、そして 60 ページ

に「７ 総評」としまして、令和３年度に実施

した事務事業に対し、泉南市教育委員会評価委

員会からの意見を記載しております。 

 意見の内容につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、事業の縮小や中止せ

ざるを得ない状況の中、様々な感染症対策を講

じて実施したことについて評価できるとして

いただいております。また、市民の関心や要望

が多い教育について、自己点検、効果や課題の

整理、今後の方向性の検証が適切に行われてい

ることも評価できるとされました。ただし、重

点項目以外の取組についても自己点検を行い、

効果や今後の課題の検証をお願いしたい。時代

の変化に応じて、更なる創意工夫で、教育環境

の整備の積極的な推進をお願いしたい。次年度

以降も効果の高い事業や取組を継承し、課題の

改善、新たな視点での施策の立案で教育行政の

充実と発展を期待すると、まとめられておりま

す。 

 61 ページには、「Ⅵ 泉南市教育委員会によ

る令和３年度事業等の点検及び評価（総括）」と

しまして、泉南市教育委員会による令和３年度

事業等の点検及び評価の総括を記載しており

ます。 

 62 ページには、「Ⅶ 泉南市教育委員会評価

委員会規則及び評価委員会委員名簿」としまし

て、泉南市教育委員会評価委員会規則を、63ペ

ージには、令和４年度泉南市教育委員会評価委

員会 

委員名簿を記載しております。 

 議案第２号、令和４年度泉南市教育委員会点

検・評価報告書（令和３年度対象）についての

御説明は、以上となります。 

 なお、今回承認をいただきました後に、泉南

市議会に提出する予定となっておりますので、

御審議のほどよろしくお願いいたします。 
 
○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 
 片木委員、お願いします。 
 
○片木委員 20 ページ、２.施策の現状把握、

（１）活動内容③泉南スタディ事業についてで

す。いつも学力問題で議論されているところに、

新しい施策を講じ、予算措置したという報告を

受けたのを記憶しておりますが、学生等のボラ

ンティアによる放課後学習支援を年間延べ 105

回実施されたということで、大変驚いておりま

す。本当によくやってくれているというのが私

の意見です。 

 続いて、質問なのですが28ページ、施策項目

①教職員の資質能力の向上という項目ですけ

ども、本日の教育委員会会議の前に泉南市立信

達中学校に学校訪問ということで、１年生から

３年生までの授業を見せていただきました。３

年生はプログラミング教育ということで、パソ
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コンやタブレット型端末を使った授業を見せ

ていただきました。タブレット型端末は、新型

コロナウイルス感染症がまん延し、新型コロナ

ウイルス感染症緊急事態宣言発出という中で、

前倒しで全国の小・中学校の子どもたちに１人

１台ずつ行き渡っていると思います。その中で、

タブレット型端末の取扱いについて、教職員対

象の研修や資質向上の取組は、どこに記載され

ているのでしょうか。また、多くのタブレット

型端末が、子どもたちに行き渡ったわけですか

ら、それについて、もう少し丁寧に書いていた

だく方がよいのではないかと思いました。 

 それから、英語の教科化ということで 24 ペ

ージ、施策項目④国際化教育の推進で、泉南市

教育委員会評価委員会委員から「Ａランク」の

評価をいただいております。泉南市は、非常に

恵まれた環境の中に入るかと思います。ALT（外

国語指導助手）は非常に充実したのですが、教

職員の苦手意識克服のための研修はどうされ

ているのかということをお尋ねしたいと思い

ます。 

 

○冨森教育長 岩崎指導課長。 
 
○岩崎指導課長 １点目の泉南スタディ事業

の御感想もいただき、ありがとうございます。

引き続き取り組んでまいりたいと思います。 
 ２点目のICTに携わる教職員への研修という

ことですが、片木委員がおっしゃった内容につ

いては、20 ページ、評価調書４、２.施策の現

状把握、（１）活動内容④ICT教育の推進という

ことで記載させていただいております。 

 具体的に申し上げますと、ICT を積極的に活

用していく、教職員によって授業内容に差が出

ないようにということで、１つはチームリモー

トということで、市内小・中学校長の代表、ま

た、４中学校区の代表教職員で、どういったア

プリが授業で有効かということを話し合った

りしています。また、ICT担当者ということで、

各学校に一人ずつ配属されている教職員の連

絡会の実施、タブレット型端末を導入した初年

度には、外部に講師依頼をいたしまして、小・

中学校合わせて 14 校で導入に当たっての研修

を行いました。さらに、令和４年８月４日には、

市の教職員研修ということで、和歌山大学の豊

田教授に講師依頼し、オンライン研修を実施い

たしました。その結果、ICT については現在、

日本教育工学協会の「学校情報化優良校」とい

うことで、７校が認定を受けております。片木

委員が御心配になっている部分に関しまして

は、引き続き取り組んでまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

 

○冨森教育長 鳴戸人権国際教育課長。 
 

○鳴戸人権国際教育課長 失礼します。私から

英語教育の事項につきまして、御説明させてい

ただきます。 

 英語教員に向けての授業力向上や、英語教育

の取組のためにということで、令和２年度から

は、小・中学校全ての学校で統一した教材を使

えるようにということで、「冊子 SENNAN」とい

うものを使って授業を実施しているところで

あります。 

 また、令和３年度は、JET メンバーを何とか

受け入れる体制を整えるというところで、教育

委員会事務局としても、注力していたところで

した。令和４年度は、そのALTを活用した授業

力の向上というところを目標にし、研究を行っ

ているところであります。年間４回、各小・中

学校の英語担当教員、中核教員を集めました

「セプト」と呼ばれています研修を実施してい

るところであります。 

 本日、視察に行っていただきました泉南市立

信達中学校で、教育委員の皆様が学校を出発さ

れた後、研究授業ということで市内小・中学校

から代表の教員に来ていただきまして、信達中

学校の英語の先生にALTを活用した授業を公開

していただき、それを基に学んでいるというと
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ころになります。また、その学びを各小・中学

校に戻って実施していただくようなことで、今

後進めていきたいと考えておるところであり

ます。 

 それとは別に、小中一貫教育に向け、４中学

校区ごとで研究をされていると聞いておりま

すし、その中で、泉南市立泉南中学校区では、

来週に小学校の教員が外国語の授業になりま

すが、中学校区で公開授業をし、そこでも学び

を広げていくということで、今までの研究授業

を通し、実際の授業づくりを、今後しっかりと

進めていきたいと考えておるところでありま

す。 

以上です。 

 

○冨森教育長 いかがでしょうか。片木委員。 
 
○片木委員 ありがとうございました。 
 
○冨森教育長 ほかにございませんでしょう

か。 
 太田委員、お願いします。 
 
○太田委員 質問ではないのですが、評価・点

検の評価は、泉南市教育委員会事務局の自己評

価と、泉南市教育委員会評価委員会の評価と２

つ挙げておられ、評価委員会の４名の委員で大

量の資料を読まれて評価していただくのは、非

常に大変だったと思いました。 
 それと、個人的な意見なのですが、この評価・

点検は一体誰のためのものなのでしょうか。こ

の施策は、どのようにして子どもに教育を伝え

ていくかということではないでしょうか。泉南

市教育委員会事務局としての自己評価も大切

ですし、評価委員の方に見ていただいて、評価

していただくということも大変大切ですが、で

は、教育を受けた側の児童生徒がどう思ったの

かというのが最終の評価につながるのではな

いかと思います。私自身どうすればいいのかと

考えているのですが、なかなか答えが出ない状

況です。この施策の１つ１つをかみ砕いた形で、

例えば、この箇所は児童生徒に関係する、この

箇所は教職員に関係する、この箇所は私たち教

育委員に関係するなどというところで、分けて

いただきながら最終的に評価し、それも入れて

いただくと、次の年に結びつけやすいのではな

いかと思います。 
一度、泉南市教育委員会事務局で考えていた

だけるとありがたいかと思います。そうするこ

とで、児童生徒もこういう教育を受けて、自分

たちが前に進んでいるのだということがすご

く明確になると思います。また、教育委員会事

務局として、児童生徒から直接意見を書いても

らうこともよい機会になるかと思うのですが

いかがでしょうか。 
 
○冨森教育長 桐岡教育部次長。 
 
○桐岡教育部次長 ありがとうございます。評

価・点検につきましては、２ページ、「Ⅱ 泉南

市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の

点検・評価の実施方針について」に書いてあり

ますとおり、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律に基づく点検になります。「２ 実施

方針」の（２）に書いてありますとおり、「点検

及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図る必要があ

るため」とされておりますので、泉南市教育委

員会評価委員会の４名の方に評価委員をお願

いし、評価していただいているという経緯がご

ざいます。 
 確かに太田委員がおっしゃるとおり、実際に

児童生徒がどう考えているか、この施策をやる

ことによってどのようなことを考え意見を持

っているのかというのは集約する必要がある

と考えておりますので、教育委員会事務局とし

ましては、点検・評価の重点項目評価調書の各

ページ、２．施策の現状把握、（２）各種指標値、

事業費の推移に、必ず成果指標というものを記

入することとしております。これは毎年成果指
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標を図っていっているものでありまして、例え

ば、16ページ、施策項目④共に生き共に育つ保

育の充実で御説明いたしますと、成果指標①と

して「一人ひとりの個性を大切にし、意欲や自

信を持たせている(％)」と記載しておりますの

で、子どもたちに対するアンケートの結果を、

指標としている部分もあります。すべてがアン

ケートの結果ではございませんが、委員がおっ

しゃるところというのは、確かに御指摘どおり

だと思います。今年度は、新しい泉南市教育大

綱、泉南市教育振興基本計画を策定することに

なっておりますので、これらの指標につきまし

ては、子どもたちの意見を集約できるようにし

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

 
○冨森教育長 いかがでしょうか。 
 太田委員、お願いします。 
 
○太田委員 個人の意見なので、ありがとうご

ざいます。それに勘違いをしていたところもあ

りますので、大変分かりました。 
 
○冨森教育長 ほかに何かございませんか。 
 よろしいですか。 
 ないようですので、以上で質問・意見等を終

了し、議案第２号を採決いたします。 
 お諮りいたします。 
 本議案を承認することに御異議ございませ

んでしょうか。 
（「異議なし」との声あり） 
 
○冨森教育長 全員異議なしと認めます。 
 よって、議案第２号は承認することに決定い

たしました。 
 次に、日程第７、議案第３号、令和５年度泉

南市立小・中学校教職員人事基本方針について

を議題といたします。本議案の説明を、伊藤教

育部参事（教職員人事担当）からお願いいたし

ます。 

○伊藤教育部参事（教職員人事担当） 失礼い

たします。私からは、日程第７、議案第３号、

令和５年度泉南市立小・中学校教職員人事基本

方針について、御説明いたします。 
令和５年度泉南市公立小・中学校教職員人事

基本方針を議案第３号のように定めるもので

あります。 
 提案理由としましては、８ページにあります

泉南市教育委員会の事務委任等に関する規則

（平成15年泉南市教育委員会規則第21号）第

２条第１項第９号の規定により、本方針を改正

する必要があるため、提案するものであります。 
 改正部分につきましては、議案書の４ページ

から７ページの新旧対照表を御覧ください。特

に大きい内容の変更はございません。年次変更

としまして、令和４年度から令和５年度への変

更が主になっております。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 
 
○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 
 よろしいでしょうか。 
 ないようですので、以上で質問・意見等を終

了し、議案第３号を採決いたします。 
 お諮りいたします。 
 本議案を承認することに御異議ございませ

んでしょうか。 
（「異議なし」との声あり） 
 
○冨森教育長 全員異議なしと認めます。 
 よって、議案第３号は承認することに決定い

たしました。 
 続きまして、日程第８、議案第４号、令和４

年度大阪府泉南市一般会計補正予算要求（教育

委員会所管分）についてを議題といたします。

本議案の説明を、高山教育部参事兼教育総務課

長からお願いいたします。 
 
○高山教育部参事兼教育総務課長 私から、日

程第８、議案第４号、令和４年度大阪府泉南市
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一般会計補正予算要求（教育委員会所管分）に

ついて、御説明させていただきます。 
 本件は、令和４年第４回泉南市議会定例会に

おいて、令和４年度大阪府泉南市一般会計補正

予算を要求するに当たり、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162

号）第 29 条の規定に基づく教育委員会の意見

聴取のため、提案するものです。 
 ２ページ、「１．総括」としまして、教育総務

課が2,644 万 8,000円の歳出、文化振興課が５

万円の歳出となっております。歳入では、文化

振興課が５万円となっております。 

 ３ページで、歳入で文化振興課、寄附金とし

て「国際ソロプチミスト大阪－りんくう」から

図書購入費のため、５万円御寄附いただくこと

になっております。 

 次に、教育総務課で、各小・中学校と泉南市

立学校給食センターが、昨今の燃料費高騰に伴

う補正というところで、それぞれ補正額欄に記

載の金額を上げさせていただいております。 

 続きまして、４ページになります。 

 これは、債務負担行為となるのですが、教育

委員会事務局の執務室を泉南市埋蔵文化財セ

ンターに移転するということで、1,253 万円を

債務負担させていただきます。何の債務負担か

と申しますと、令和５年度当初予算であれば、

執務室移転に間に合わないため、今回補正をさ

せていただくのですが、令和４年度内に執務室

移転のための契約行為が終わらず、支出もでき

ないことから、令和４年度に債務負担行為をさ

せていただき、令和５年度の業務完了後にお支

払いさせていただくという流れになっており

ます。 

 たどたどしい説明で申し訳ございませんが、

以上となります。 

 
○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 
 薮内委員、お願いします。 
 

○薮内委員 これは、予備費のようなもので計

上していることですか。 
 
○冨森教育長 高山教育部参事兼教育総務課

長。 
 
○高山教育部参事兼教育総務課長 予備費と

いうわけではなく、教育委員会事務局執務室を

移転させるにあたって、これだけの金額が必要

ですということで、令和５年度当初予算後に執

務室移転に必要な契約業務の入札などをして

いると、執務室移転事業が間に合わないため、

令和４年度予算で予算を確保するためです。 
 
○冨森教育長 薮内委員。 
 
○薮内委員 令和４年度中に、令和５年度の執

務室移転に必要となる予算を押さえておくと

いうことですか。 
 
○冨森教育長 高山教育部参事兼教育総務課

長。 
 
○高山教育部参事兼教育総務課長 そうです。 
 
○冨森教育長 薮内委員、よろしいでしょうか。 
 ほかに何かございませんか。 
 片木委員、お願いします。 
 
○片木委員 教育委員会執務室移転事業（令和

４年度）ですが、具体的に、令和５年何月頃か

ら移転するのでしょうか。 
 
○冨森教育長 高山教育部参事兼教育総務課

長。 
 
○高山教育部参事 実際に、教育委員会執務室

が移転するのは、令和５年４月に入って間もな

くは日々の事務が忙しいこともありますので、

学校の夏の休業期間にできればと思っており
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ます。 
 
○冨森教育長 片木委員、よろしいでしょうか。 
 ほかに御質問・御意見はございませんか。 
 よろしいでしょうか。 
 ないようですので、以上で質問・意見等を終

了し、議案第４号を採決いたします。 
 お諮りいたします。 
 本議案を承認することに御異議ございませ

んでしょうか。 
（「異議なし」との声あり） 
 
○冨森教育長 全員異議なしと認めます。 
 よって、議案第４号は承認することに決定い

たしました。 
 続きまして、日程第９、その他、学校給食ア

ンケート結果について、西本教育部参事（学校

給食センター担当）から説明がございます。 
 
○西本教育部参事（学校給食センター担当） 

日程第９、その他、といたしまして、学校給食

アンケート結果につきまして、御報告申し上げ

ます。 
 令和４年９月20日から 10月７日の間に、市

立小学校４年生、５年生、６年生、市立中学校

１年生、２年生、３年生を対象としまして、令

和３年度同様に、アンケートを実施させていた

だきました。 

 結果につきましては、その他（１）学校給食

アンケート結果についての２ページから７ペ

ージに令和４年度小学校給食アンケート結果

を、８ページから 14 ページに令和４年度中学

校学校給食アンケート結果をそれぞれ掲載さ

せていただいております。アンケート項目の令

和４年度までのポイント推移ということで、そ

の他（１）、学校給食アンケート結果について、

15 ページから 16 ページに掲載させていただい

ております。 

 まず、その他（１）、学校給食アンケート結果

について、５ページを御覧いただけますでしょ

うか。 

 小学校の学校給食満足度というところです

が、「満足している」、「だいたい満足している」

と合わせて 93％、「満足していない」、「あまり

満足していない」と合わせて７％ということで、

これは令和３年度のアンケート実施結果と全

く同じ状況であります。平成30年度から、学校

給食に関して満足している割合は、徐々に増え

てきておりまして、満足度が高いという方へ推

移しておる状況であります。 

 続きまして、11ページ、中学校の学校給食満

足度ですが、こちらも令和４年度で「満足して

いる」、「だいたい満足している」と合わせて

71％、「満足していない」、「あまり満足していな

い」と合わせて 29％という結果でありました。

令和３年度の満足度が、令和４年度と同項目を

合わせた結果で 63％だったという点から見ま

すと、大きく伸びておりまして、満足度につい

ては上昇している状況であります。こちらにつ

きましては、学校給食会の献立委員会でも、ア

ンケート結果を基に日々の学校給食の内容改

善に取り組んできた成果、それに加えまして令

和３年度から、地方創生臨時交付金を活用した

地域産業再生支援事業ということで、泉南市の

食材、黒毛和牛のハンバーグ、ステーキであり

ますとか、タマネギを使ってエビフライの衣に

するなど、そういったことをやっておりまして、

こういったものの提供により、小学校も含めて

満足度が上がっていると思っております。 

 中学校につきましても、これに満足すること

になく、小学校の給食の満足度と同様に90％以

上にまで伸ばせるよう、更なる学校給食の改善

に取り組みたいと考えております。 

 なお、令和５年度には、中学校の学校給食の

御飯につきまして、現在のランチボックスから

食缶での提供に切り替えようとしておりまし

て、これにより、さらに満足度は上がってくる

のではないかと考えております。中学校におけ

る御飯の食缶方式での提供については、令和５

年２月13日から２月17日の１週間試行する予
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定となっております。 

 以上となります。 

 
○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 
 薮内委員、お願いします。 
 
○薮内委員 学校給食を完食できる子どもは

良いと思うのですが、完食できない子どもや、

量が足らないと思う子どももいると思います。

その辺は、どうされているのでしょうか。 
 
○冨森教育長 西本教育部参事（学校給食セン

ター担当）。 
 
○西本教育部参事（学校給食センター担当） 

完食できない理由には、量や味という部分が出

てくるかと思いますが、まず苦手なものが食べ

られないという味の部分につきましては、例え

ば、先ほど申し上げましたエビフライですと、

タマネギが嫌いな児童でも食べやすいような

工夫をするであるとか、そういったことを栄養

士がいろいろ考えてくれております。 
 次に、量に関しましては、小学校は食缶とい

うことで調節ができるのですが、中学校に関し

ましては、ランチボックスということで調整す

ることが難しく、食べ残しが多かったのですが、

御飯に関しましては、令和５年度から、量の調

整ができるということで、御飯の食べ残しは減

ってはいくと考えております。また、小学生は

量が多過ぎて食べられないという児童もいる

と聞いておるのですが、そこに関しましては、

何とか調整してやっているところであります。 
 以上になります。 
 
○冨森教育長 いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 ほかに何かございませんか。 
 よろしいでしょうか。 
 それでは以上で、本日の日程は全て終了いた

しました。 

 これまでの報告、議案のほかに、御質問や御

意見等はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 桐岡教育部次長。 

 

○桐岡教育部次長 本日の議事日程にはござ

いませんが、その他としまして、追加報告させ

ていただきます。 
令和４年 10 月 25 日、10 月 27 日、10 月 31

日、それから11月９日と、泉南市長とともに泉

南市立 16 学校園を回ってまいりました。市長

から各学校園の現場を見たいという希望があ

りましたので、日程を設定し、各学校・園長と

の意見交換、施設の見学をさせていただき、各

学校・園長から各学校園の特徴、現在抱えてい

る課題、それから子どもたちの状況を見ていた

だきました。 

 その中で、市長からどの学校にも質問された

事項といたしまして、令和４年９月から試行的

にやっております AI ドリルの各小・中学校の

使用状況と、児童生徒の感想はどうかという内

容。もう１点が、スクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカーの活用状況、配属人数

は足りているのか、足りていないのか、この２

点について重点的に質問され、各小・中学校か

ら意見聴取に励まれておりました。それを受け

まして、全施設の見学を終え、市長と教育長と

で意見交換させていただきまして、その中で、

各学校・園長から聞いた情報を基に、市長が考

える現在の課題点、これからやっていかないと

いけないこと等の意見を頂戴したという現状

になっております。 

 今後、令和５年度予算編成に当たりましても、

そういう部分を踏まえた上で、教育委員会事務

局として、取り組みを進めていきたいと思って

おりますので、取り急ぎ御報告させていただき

ます。 

 以上です。 
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○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 
 よろしいでしょうか。 
 それでは、ほかに事務局から追加で報告等は

ございませんか。 
 薮内委員、お願いします。 
 
○薮内委員 学校園における新型コロナウイ

ルス感染症の感染状況はどうなっているのか

教えてください。 
 
○冨森教育長 岩崎指導課長、お願いします。 
 
○岩崎指導課長 ありがとうございます。直近

３日間で陽性者および濃厚接触者が 15％以上

発生した場合、学校医と相談し、学級閉鎖を決

定します。２学期になり、複数の学級閉鎖が発

生している状況でございます。 
 以上でございます。 
 

○冨森教育長 ほかに何か全体を通じて御質

問・御意見等はございませんか。 
 よろしいでしょうか。 

 ないようでしたら、次回、泉南市教育委員会

会議令和４年第 12 回定例会の日程について、

お諮りいたします。 

 原則、第３火曜日の前後としておりますので、

12 月 20 日の火曜日前後となりますが、日程に

ついて高山教育部参事兼教育総務課長から提

案をお願いいたします。 

 
○高山教育部参事兼教育総務課長 次回、令和

４年第12回定例会と、次々回、令和５年第１回

定例会、この２か月分をお伺いしたいと思って

おります。理由といたしましては、日程第４、

報告第２号、事務局報告（１）泉南市教育問題

審議会答申についてで御報告いたしました、小

中一貫教育の実現に向けた泉南市立小中学校

再編計画について、少々時間が必要かというこ

とで、あらかじめスケジュール調整をさせてい

ただきたく思っております。 

 初めに、泉南市教育委員会会議令和４年第12

回定例会ですが、令和４年第４回泉南市議会定

例会開会中ということで、日程といたしまして

は、令和４年12月 19日（月）、12月 20日（火）、

12月 22日（木）、12月 23日（金）のいずれか

で、教育委員皆様の御都合をお伺いしたいので

すが、いかがでしょうか。 

 

（日程調整） 

 

○高山教育部参事兼教育総務課長 それでは、

泉南市教育委員会会議令和４年第 12 回定例会

は、令和４年12月 19日（月）15時の予定とさ

せていただきたいと思います。また、泉南市議

会の開催日程により改めて日程調整をお願い

するかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 続きまして、泉南市教育委員会会議令和５年

第１回定例会の調整をさせていただきます。こ

ちらは、令和５年１月 17 日（火）から１月 20

日（金）までの間で、教育委員皆様の御都合を

お伺いいたしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

（日程調整） 

 

○高山教育部参事兼教育総務課長 それでは、

泉南市教育委員会会議令和５年第１回定例会

は、令和５年１月 19 日（木）15 時で決定させ

ていただきたいと思います。なお、会場につき

ましては、改めて御連絡させていただきます。 

 

○冨森教育長 それでは、次回の泉南市教育委

員会会議令和４年第12回定例会の開催日時は、

令和４年 12 月 19 日の月曜日 15 時からといた

します。 

 以上をもちまして、泉南市教育委員会会議 

令和４年第 11 回定例会を閉会いたします。あ

りがとうございました。 
午後４時20分閉会 
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署 名 （           ） 

    （           ） 


